




方公共団体施策住宅として、三重県雨水等有効活

用型住宅を創設することにより優遇措置を活用し

た市場の誘導を行いました。また、建設リサイク

ル法が、平成14（2002）年５月30日に施行され

たことに伴い「環境と共生した住宅の普及」「住

宅のリサイクル化などの推進」等について検討を

行いました。

2－2 自然エネルギーの利用の推進
) 新エネルギーの導入促進

石油依存度の高いわが国のエネルギー事情や地

球温暖化等の環境問題に対応するため、新エネル

ギーの導入促進が強く求められています。

新エネルギーは、地域に密着したエネルギーで

あることから、地域の特性に応じた導入を図るこ

とが効果的であり、県・市町村、民間企業、住民

等が主体的かつ協働して取り組む必要があります。

このため、三重県では、平成11（1999）年度

に策定した「三重県新エネルギービジョン」（表

１－１－１）に基づき、その具体化のために次の

ことに取り組みました。

ア 「公共施設等への新エネルギーの導入指針」

による率先導入

この指針は、県の政策方針として新エネルギ

ーを県の施設へ率先導入するため、各部局が取

り組むべき具体的内容を示したものです。

この結果、平成15（2003）年度に県の公共

施設等へ175kWの太陽光発電施設が導入され、

累計出力671kWとなりました。

イ 新エネルギーの普及支援事業の実施

県内への新エネルギー導入を促進するため、

住宅用太陽光発電設備及び学校への太陽光発電

設備に対する補助制度を平成13（2001）年度

から実施しています。この結果、平成15

（2003）年度は当事業により296件の住宅で計

1,031kW、７校の学校で計120kWの太陽光発電

設備が設置されました。

ウ 新エネルギーの普及啓発

クリーンエネルギーフェアを開催（こどもか

んきょう体感フェアと同時開催）するとともに、

民間事業者を対象とした新エネルギーセミナー

や市町村新エネルギー担当者を対象とした研修

会の開催により、新エネルギーの普及啓発を行

いました。

エ 「三重県バイオマスエネルギー利用ビジョン」

の策定

平成15（2003）年度に、県内の木質系や畜

産系のバイオマス資源に加え、下水汚泥などの

廃棄物もバイオマス資源として捉え、これらを

効果的にエネルギー利用するとともに導入を促

進するため、利用可能な資源量の把握とあわせ、

その効率的な利用の方向、2010年度の導入イ

メージ、利用普及の戦略などを明らかにした

「三重県バイオマスエネルギー利用ビジョン」

を策定しました。

* 水力発電の推進

洪水調整や都市用水供給等を目的として建設さ

れるダムに従属して、放流水のエネルギーを有効

利用する。自然循環によるクリーンなエネルギー

の開発を進めています。

平成15（2003）年度は、前年度に引き続き川

上発電所（最大出力1,200kW）建設の一部として、

川上ダムにかかる建設費を負担しました。

また、宮川ダムから宮川の維持流量として常時

放流する水を利用する宮川維持流量発電設備（最

大出力220kW）の建設について関係機関への許認

可手続きを行い、工事に着手しました。

なお、平成15（2003）年度末現在稼働してい

る水力発電所は、10発電所97,800kWです。

2－3 未利用エネルギーの利用促進
) ＲＤＦ焼却・発電施設の整備

可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化することで

サーマルリサイクルと環境負荷の低減を図り、ご

みを単に燃やして埋める処理から循環型の処理シ

ステムに転換するＲＤＦ化構想を、市町村と一体

になって進めました。

この取り組みの中で、県は市町村で製造された

ＲＤＦの安定的な受け皿として、ＲＤＦ焼却・発

電施設の整備を進めました。

三重ごみ固形燃料発電所は平成14（2002）年

12月から運転を開始しましたが、平成15（2003）

年８月に発生したＲＤＦ貯蔵槽爆発事故のため運

転を停止し、安全対策を講じた上で試運転を行い

ました。

施設規模

(ア) ＲＤＦ処理能力

240ｔ／日

(イ) 発電能力

12,050 kW

17






